
舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例 

平成 18 年 12 月 27 日  

条例第 34 号  

 

(目的 ) 

第 1 条  この条例は、道路、公園その他の公共の場所における自転車等の放

置の防止に関し必要な措置を講じることにより、自転車等の適正な駐車秩

序の確立を図り、もって安全な市民生活の確保と良好な都市環境の形成に

資することを目的とする。  

 

(定義 ) 

第 2 条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 自転車  道路交通法 (昭和 35 年法律第 105 号 )第 2 条第 1 項第 11 号

の 2 に規定する自転車をいう。  

(2) 自転車等  自転車又は原動機付自転車 (道路交通法第 2 条第 1 項第 10

号に規定する原動機付自転車をいう。 )をいう。  

(3) 自 転車 等駐 車 場  一定 の区 画を 限 って 設置 され る自 転 車等 の駐 車の

ための施設をいう。  

(4) 自 転車 等の 放 置  自転 車等 駐車 場 以外 の公 共の 場所 に おい て、 自転

車 等 の 利 用 者 が 当 該 自 転 車 等 を 離 れ て 直 ち に こ れ を 移 動 さ せ る こ と が

できない状態にすることをいう。  

 

(市長の責務 ) 

第 3 条  市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車に

係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確保その他自転車等

の放置の防止に関し必要な施策の推進に努めなければならない。  

 

(市民の責務 ) 

第 4 条  市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高めるとともに、市

長 が 実 施 す る 自 転 車 等 の 放 置 の 防 止 に 関 す る 施 策 に 協 力 し な け れ ば な ら

ない。  

 

(自転車等の利用者の責務 ) 

第 5 条  自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等の放置をしないように

努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協

力しなければならない。  

2 自転 車の 利用者 は、そ の利 用す る自 転車に 住所 、氏 名等 を明記 する よう

努めるとともに、防犯登録を受けなければならない。  

 

(自転車の小売業者の責務 ) 

第 6 条  自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車

に利用者の住所、氏名等を明記すること及び防犯登録を受けることを勧奨

するよう努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する



施策に協力しなければならない。  

 

(鉄道事業者等の責務 ) 

第 7 条  鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者 (次項において「鉄

道事業 者等 」と いう 。 )は、 鉄道 及び 路 線バス の利 用客 の利 便に供 する た

め、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する自転車

等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。  

2 鉄道 事業 者等は 、市長 から 自転 車等 駐車場 の設 置に つい て協力 を求 めら

れたと きは 、そ の用 地の譲 渡、 貸付 けそ の他の 措置 を講 じる ことに より 、

当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。  

 

(施設の設置者等の責務 ) 

第 8 条  公共施設、商業施設、娯楽施設等の大量に自転車等の駐車需要を生

じさせ る施 設を 設置 し、又 は管 理す る者 は、当 該施 設の 利用 者のた めに 、

自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する自転車等の

放置の防止に関する施策に協力しなければならない。  

 

(放置禁止区域の指定 ) 

第 9 条  市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、

自 転 車 等 の 放 置 を 禁 止 す る 必 要 の あ る 公 共 の 場 所 を 自 転 車 等 放 置 禁 止 区

域 (以下「放置禁止区域」という。 )として指定することができる。  

2 市長 は、 放置禁 止区域 を指 定し よう とする とき は、 あら かじめ 、関 係機

関及び関係団体の意見を聴かなければならない。  

3 市長 は、 放置禁 止区域 を指 定す ると きは、 規則 で定 める 事項を 告示 する

とともに、指定しようとする区域内に当該事項を掲示しなければならない。 

 

(放置禁止区域の変更及び解除 ) 

第 10 条  市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又

はその指定を解除することができる。  

2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更

し、又は解除する場合について準用する。  

 

(自転車等の放置の禁止 ) 

第 11 条  自転車等の利用者は、放置禁止区域内において自転車等の放置を

してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。  

 

(放置禁止区域内における自転車等の放置に係る措置 ) 

第 12 条  市長は、放置禁止区域内において自転車等の放置をしようとして

いる利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移

動するよう命じることができる。  

2 市長は、放置禁止区域内において自転車等の放置がなされているときは、

当該自転車等を撤去することができる。  

 

(放置禁止区域外における自転車等の放置に係る措置 ) 

第 13 条  市長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置が



なされることにより、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自転車

等の利用者に対し、これを移動させるよう命じ、又は撤去する旨を警告す

ることができる。  

(1) 歩行者等の通行に障害を生じるおそれがあると認めるとき。  

(2) 非 常時 にお け る緊急 活動 に困 難を 生じる おそ れが ある と認め ると き 。 

(3) 当 該自 転車 等 の放 置が 規則 で定 め る期 間を 超え て継 続 して いる と認

めるとき。  

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。  

2 市長 は、 前項に 規定す る措 置を 講じ てもな お規 則に 定め る期間 を超 えて

継続して当該自転車等の放置がなされているときは、これを撤去すること

ができる。  

3 市長は、前 2 項の規定にかかわらず、放置禁止区域外の公共の場所にお

いて自転車等の放置がなされることにより、歩行者等の通行に著しい障害

を生じ、若しくは非常時における緊急活動に困難を生じることが明らかで

あると認めるとき又は危険防止等のために必要があると認めるときは、当

該自転車等を撤去することができる。  

 

(身分証明書の携帯等 ) 

第 14 条  前 2 条に規定する自転車等の放置に係る措置に携わる職員は、そ

の身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示し

なければならない。  

 

(撤去した自転車等の措置 ) 

第 15 条  市長は、第 12 条第 2 項又は第 13 条第 2 項若しくは第 3 項の規定

により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならな

い。  

2 市長 は、 前項の 規定に より 自転 車等 を保管 した とき は、 規則で 定め る事

項を告示するとともに、当該撤去した場所又はその近辺の見やすい場所に

当該事項を掲示しなければならない。  

3 市長は、第 1 項の規定により保管した自転車等 (以下「保管自転車等」と

いう。 )の利 用者 の 確認に 努め 、そ の確 認がで きた とき は、 当該保 管自 転

車等を速やかに引き取るよう、当該利用者に通知しなければならない。  

4 市長は、第 2 項の規定による告示の日の翌日から起算して規則で定める

期 間 を 経 過 し て も な お 保 管 自 転 車 等 を 返 還 す る こ と が で き な い 場 合 に お

いて、その保管に不相当な費用を要するときは、当該保管自転車等を売却

し、その代金を保管することができる。  

5 前項 の場 合にお いて、 市長 は、 保管 自転車 等に つき 、買 受人が ない とき

又は売却することができないと認められるときは、当該保管自転車等につ

いて廃棄等の処分をすることができる。  

 

(保管自転車等一覧簿の作成等 ) 

第 16 条  市長は、規則で定める保管自転車等一覧簿を作成し、関係者の閲

覧に供するものとする。  

 

 



(費用の徴収 ) 

第 17 条  市長は、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定による自転車等の撤

去、保管その他の措置に要した費用として、次の各号の区分に応じ、当該

各号に定める額を、 返還を申し出た当該 自転車等の 利 用 者 か ら 徴 収 す る 。 

(1) 自転車  1 台につき 1,000 円  

(2) 原動機付自転車  1 台につき 2,000 円  

2 市長 は、 特別の 理由が ある と認 める ときは 、前 項の 費用 を免除 する こと

ができる。  

 

(委任 ) 

第 18 条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

附  則  

この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 9 条の規定は、

公布の日から施行する。  


